
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収分割契約に関する事前備置書類 

（簡易吸収分割） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年２月８日 

 
 

エア・ウォーター株式会社 

エア・ウォーター・エレクトロニクス株式会社 

 



令和 5 年 2 月 8 日 

各位 

大阪市中央区南船場 2 丁目 12 番 8 号 

エア・ウォーター株式会社 

代表取締役社長 白井 清司 

 

大阪府守口市寺内町 2 丁目 7 番 27 号 

エア・ウォーター・エレクトロニクス株式会社 

代表取締役社長 山﨑   晃 

 

会社分割に係わる事前開示書面 

 

   （吸収分割会社/会社法第 782 条第 1 項及び会社施行規則第 183 条に基づく事前備置書面） 

   （吸収分割承継会社/会社法第 794 条第 1 項及び会社施行規則第 192 条に基づく事前備置書面） 

 

 エア・ウォーター株式会社（以下「エア・ウォーター」という）及びエア・ウォータ

ー・エレクトロニクス株式会社（以下「ＡＷエレクトロニクス」という）は、エア・ウォ

ーターを吸収分割会社、ＡＷエレクトロニクスを吸収分割承継会社とし、エア・ウォータ

ー エレクトロニクスユニット内の特殊材料事業及びバルクガス事業に関する権利義務の

一部をＡＷエレクトロニクスに承継させる吸収分割契約を締結致しましたので、会社法の

規定に基づき、下記の通り開示致します。 

 

記 

 

1. 吸収分割契約の内容 

別紙１の通りです。 

 

2. 分割対価の相当性に関する事項 

完全親子会社間の分割につき、分割対価の交付はありません。 

 

3. 効力発生日に剰余金の配当等として、吸収分割承継会社の株式を吸収分割会社の株主

に交付する旨の決議に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

4. 分割会社の新株予約権者に対して交付する新株予約権の定めの相当性に関する事項 

該当事項はありません。 



5. 吸収分割会社の計算書類等に関する事項 

  （１）最終事業年度に係る計算書類等 

 エア・ウォーターは、有価証券報告書および四半期報告書を関東財務局に提出して

おります。最終事業年度に係る計算書類については、「金融商品取引法に基づく有価証

券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）」又はエア・ウォータ

ーの下記 Web サイトよりご覧いただけます。 

https://www.awi.co.jp/ja/ir/library/securities.html 

 

  （２）臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 

   該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度後に生じた重要な後発事象 

①中国電力株式会社との合弁会社（２社）に関する株式の取得及び譲渡 

当社は、2022 年 10 月 28 日に取締役会において、中国電力株式会社（以下、

「中国電力」という。）との合弁会社であるエネルギア・パワー山口株式会社

（旧エア・ウォーター＆エネルギア・パワー山口株式会社、以下、「EP 山口」と

いう。）とエア・ウォーター小名浜バイオマス電力株式会社（旧エア・ウォータ

ー＆エネルギア・パワー小名浜株式会社、以下、「AW 小名浜」という。）につい

て、当社と中国電力との間で株式の取得及び譲渡を行うことを決議し、2022 年

11 月 28 日に株式譲渡契約書を締結し、2023 年１月 18 日に取引が完了しまし

た。本株式の取得及び譲渡により、EP 山口は中国電力の完全子会社、AW 小名

浜は当社の完全子会社となりました。 

②エア・ウォーター・メカトロニクス株式会社への会社分割 

2023 年 4 月 1 日を効力発生日とし、エア・ウォーターを分割会社、エア・ウ

ォーター・メカトロニクス株式会社（本店 神奈川県平塚市田村 3 丁目 3 番 32

号）を分割承継会社として、エア・ウォーターエレクトロニクスユニット内の特

殊機器事業に関する権利義務及びエア・ウォーターが保有する日本電熱株式会社

とメカトロ・アソシエーツ株式会社の全株式を、エア・ウォーター・メカトロニ

クス株式会社に承継させる吸収分割契約を 2023 年 2 月 8 日に締結しておりま

す。 

 

6. 吸収分割承継会社の計算書類等に関する事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等 

ＡＷエレクトロニクスは、設立後の最初の決算期が未到来のため、確定した事業

年度がありません。 

成立の日の計算書類は別紙２のとおりです。 



 

  （２）臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 

   該当事項はありません。 

 

   （３）最終事業年度後に生じた重要な後発事象 

    設立後、最初の決算期が未到来のため、確定した事業年度がありません。 

    成立の日後の重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重

要な影響を与える事象として、2023 年 4 月 1 日を効力発生日とするＡＷエレクト

ロニクスを吸収合併存続会社、エア・ウォーター・ダイオー株式会社（本店 大阪

府守口市寺内町 2 丁目 7 番 27 号）を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約を 2023

年 2 月 8 日に締結しております。 

 

7. 吸収分割会社及び吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関する事項 

吸収分割会社であるエア・ウォーター及び吸収分割承継会社であるＡＷエレクトロ

ニクスのそれぞれの資産及び負債について、本吸収分割の効力発生日以後における両

社の債務の履行に支障を及ぼす事情の発生及びその可能性は現在のところ認識されて

おらず、当該効力発生日以後においても、両社の資産の額は負債の額を十分に上回るこ

とが見込まれており、両社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題ないもの

と判断しております。 

 

8.  事前開示開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項をただち

に開示いたします。 

 

以上 

 



別紙1









別紙２ 

 

貸借対照表 
2023 年 1 月 26 日時点 

 

 

会社名：エア・ウォーター・エレクトロニクス株式会社 

 

資産の部 負債および純資産の部 

科目 金額 科目 金額 

現金及び預金 90,000,000 円 資 本 金 90,000,000 円 

合  計 90,000,000 円 合  計 90,000,000 円 

 


